
中小・小規模企業の経営基盤の安定・強化を支援するため、金利を引き下げるとともに、

「新成長戦略みらい資金」の対象者を拡充し、「経営力強化サポート資金」の限度額拡大を

行います。また、中小企業と同様に事業を行うＮＰＯ法人を融資対象に加えます。 

                              

                                   平成 28年 3月 29日 

                                    北九州市産業経済局  

 

中小企業融資制度の平成２８年４月の主な改正点について 

 

 

 

 
 

１ 改正内容 
(1) 金利の引下げ 

資金名 新 旧  資金名 新 旧 

小規模企業者 
支援資金 

1.40％ 1.55％ 長期事業資金 
 (5年以内) 1.50％ 1.70％ 

 (5年超) 1.70％ 1.90％ 

小口事業資金 1.50％ 1.70％ 景気対応資金 
 1.40％ 1.50％ 

(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ5号) 1.30％ 1.40％ 

短期運転資金 1.40％ 1.60％ 開業支援資金 
1.30％ 

または 

1.40％ 

1.50％ 

または 

1.60％ 
経営力強化 

サポート資金 
1.50％ 1.60％ 新事業開拓支援資金 1.45％ 1.65％ 

災害復旧資金 
連鎖倒産防止資金 

1.40％ 1.50％ 
新成長戦略 

みらい資金 
(10 年以内) 1.40％ 1.50％ 

(15 年以内) 1.60％ 1.70％ 

 

 (2)「新成長戦略みらい資金」の申込対象者の拡充 
    国の施策を積極的に活用する中小・小規模企業者の成長、発展を支援するため、国補助事業の

採択企業及び法律に基づく事業計画の認定等を受けて事業活動を行う企業を対象者に追加しま

す。 

例「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金」 

「新連携」…異分野の中小企業２者以上が連携した計画を国が認定 

「経営革新」…中小企業の「経営革新計画」を県が承認 
 

(3)「経営力強化サポート資金」の限度額の引き上げ 

            新                  旧 

 
 
 

(4) ＮＰＯ法人を融資対象者に追加 

   「小規模企業者支援資金」、「開業支援資金」、「高度化・準高度化資金」はご利用いただけません。 

 
２ 実施時期 

    平成２８年４月１日 

 

 限度額  1億円 
 

限度額  2 億円 

お問い合わせ先 

 北九州市産業経済局中小企業振興課 
  担 当：吉武（課長）、上野（担当係長） 
   ＴＥＬ：８７３－１４３３  

ＦＡＸ：８７３－１４３４ 


